
発行月 :令和7年 10月号

1あなたのまちの
東区第1地域包括支援センターです !

日 時 :令和 7年 12月 9日 (火 )10:00～ 11:30

場 所 :東区第 1地域包括支援センター 2階会議窒
(札幌市東区北23条東15丁目5-26 昌栄堂ビル )

疇筆1駐車場けありませんのでご了承<ださい

1定: 彙ド 20名 東区在住の方 (定員なり次第締切)

1参加費 :無料  持ち物 :筆記用具

1申込締切 :11月 28日 (金 )

|※お申し込みは下記にお電話ください

一とは?

~■‐■,…~~・0-…………
東区第 1地域包括支援センター 8011-711-4165
【担当者】 梅村 (うめむら)、 池田(いけだ)、 本間 (ほんま)

東区第 1地域包括‐支援センタこで開催す.る、
今年2回目の「認知症サポータニ賛成講座」です。
是非ご参加<ださい !

★前回のご報告★
7/141=今年1画自の養成講座を開催しましたこ  . _  :
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・認知症の力の生活の様子がわかった

:警雰暑皐黒蓮X毎11界韮してぃるご家族や
未1人めサポートゃ助け|こなれたらと思つた

「認矢□症サポーター

養成講座」の受講に

より認知症の理解を

深め、認知症の方や

ご家族の方への「地

域の応援者」を指し

ます。



消費者徹害にご‖心rr楊
毎年、本L幌消費者協会と東区の地上或包括支援センター、介護予防セン

ターで地上或における消費者被害の現状について情報交換会を行つていま

す。最近の消費者被害の動向や予防策について話し含いました。

レスキュー商法をご存じてけか?‐1鳳
11ず―
準

トイレつまり、水漏れ、害虫・害獣駆除、鍵紛失、車の故障、漏電など
の「困つた事態」につけ込んで、多額のお金を取ろうとする商法です。
蛇□の故障・不具含など水回リトラブルヘの対応を行う事業者に関する
相談が特に増えています。

トラ7′Lを賄ぐために△
・極端に安い価格を表示する事業者のサ

イトや広告に注意
・料金に納得できない場合は、その場
で支払わない

身近な人の機害に気が付いたら
周りの方が詐欺にあっているかもしれないと

感じた8寺には否定する□調やFcD5い詰める事は
避け、「お元気ないようですが・・」「あら、
工事されてるようですね」等世間話をしなが
ら声をかけてみましょう。     |

万が一、徹害にあってし春った時勝
★消費者ホットライン雷188(ぃゃゃ !泣き寝入り)

事業者は親切を装うので編され

ていると気づかない場合も多い

です。早<詐欺だと気が付<た
めにも周りの声掛けが必要です。
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今後の対応を相談できます:

＼
‐
‐
‐

‐

‐
‐
「

※相談する際には契約内容やトラブルに巻き込まれた経緯などをメモに
まとめてお<と良いですよ。

1人で抱えこまず
誰かに相談
しましょう
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東区第1地域包括

支援センター (昌栄堂ビ3F)

地下鉄元町駅 徒歩2分


